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事業用建築物の建築主      様 

建築士等の事業用建築物の関係者 様 

 

札幌市環境局清掃事業担当部長   

 

事業系廃棄物保管場所等設置計画に関する届出について 

 

日頃より、札幌市の環境施策についてご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

本市では、事業の用に供する部分の延べ面積が 500 平方メートル以上の建築物又は事業用

建築物で 3 階以上の階を有するものの建設に際しては、「札幌市廃棄物の減量及び処理に関

する条例」等に基づき、廃棄物等の保管場所の面積や場所に関して、建築確認申請を行う前

に、「事業系廃棄物保管場所等設置計画書」（以下「計画書」という。）により届出をしてい

ただくこととしております。 

当該届出制度につきましては、平成５年度から実施しており、別添の「事業用建築物にお

ける再利用物・廃棄物の保管場所の手引」等により制度を周知しておりますが、計画書の記

載内容に不備等がある事例が近年増えております。 

つきましては、別紙のとおり計画書の記載例を作成しましたので、建築主様におかれまし

ては、記載例を参考に記載内容等について十分確認していただくとともに、建築士等の関係

者様におかれましては、建築主様へご案内いただきますようお願い申し上げます。 

なお、建築士等の関係者様による代筆と疑われる届出が散見されておりますが、建築主様

本人（法人にあっては従業員）以外は届出を行うことはできませんので、ご注意願います。 

 

 

 

 

 

 

 

〒060-8611 

札幌市中央区北１条西２丁目 

札幌市環境局環境事業部 

 事業廃棄物課一般廃棄物係 

TEL 011-211-2855 

FAX 011-218-5107 


































